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１. コーポレートガバナンス・コードの概要



コーポレートガバナンス・コードとは
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 コーポレートガバナンス・コードは、中長期的な企業価値向上に向けた経営者による的確な意思決定を
支える実務的な枠組みを示したものあり、投資家との建設的な対話における共通基盤

 機関投資家向けのスチュワードシップ・コードと両輪で、実効的なコーポレート・ガバナンスが実現さ
れることが期待

目的・意義

「上場会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上」
 攻めのガバナンスの実現

会社におけるリスクの回避・抑制や不祥事の防止に限らず、健全な企業家精神の発揮を促し、会社の持
続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを志向

 中長期保有の株主との建設的な対話
中長期保有の株主との建設的な対話により、ＣＧコードに基づくコーポレート・ガバナンスの改善に向

けた会社の取組に、さらなる充実が図られることが期待



コーポレートガバナンス・コードの特色
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プリンシプルベース・
アプローチ

（原則主義）

 各上場会社/機関投資家がとるべき行動について詳細に規定するルールベース・
アプローチ（細則主義）ではなく、抽象的な表現・内容により、幅広い解釈の余
地を与えるという考え方

 各社がそれぞれの原則の趣旨・精神を共有したうえで、形式的な文言・記載にと
らわれず、自社の状況を踏まえて解釈・適用

 解釈・適用の妥当性は、投資者/受益者等が評価（対話を通じて自律的に修正）

コンプライ・オア・
エクスプレイン

 コードの各原則を「実施するか」、それとも「実施しない（実施していない）理
由を説明するか」を各上場会社/機関投資家が選択

 コードの原則に掲げられた具体的な施策は、原則の目標・理念を実現するための
一般的な手法であり、個別具体的な事情により、より優れた代替的な手法が存在
しうる（その場合はコードの原則を実施しない理由を説明）

 必ずしも全ての原則を一律に実施する必要はなく、その一部を実施していないこ
とのみをもって、実効的なコーポレートガバナンスが実現されていないと機械的
に評価することは不適切



コーポレートガバナンス・コードの枠組み
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有価証券上場規程
第４節 企業行動規範

第１款 遵守すべき事項
（コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明）
第４３６条の３

上場内国株券の発行者は、別添「コーポレートガバナンス・コード」の各原則を実施するか、実施しない
場合にはその理由を第４１９条に規定する報告書において説明するものとする。この場合において、「実施
するか、実施しない場合にはその理由を説明する」ことが必要となる各原則の範囲については、次の各号に
掲げる上場会社の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
（１）本則市場の上場会社

基本原則・原則・補充原則
（２）マザーズ及びＪＡＳＤＡＱの上場会社

基本原則

第２款 望まれる事項
（コーポレートガバナンス・コードの尊重）

第４４５条の３
上場会社は、別添「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重してコーポレート・ガバナン

スの充実に取り組むよう努めるものとする。

 投資家との建設的な対話における共通基盤として、取引所の上場規則の一部としてＣＧコード各原則の
「コンプライ・オア・エクスプレイン」を義務化



コーポレートガバナンス・コードの枠組み
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 ５つの基本原則、それに紐づく３１の原則・４７の補充原則の三層構造で構成
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２. 改訂コーポレートガバナンス・コードにおける
サステナビリティに関する原則
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コード改訂の３つの背景

３年に１度の定期的な見直し
（コードは不変のものではなく、目的実現のために継続的な見直しが必要）

社会・経済環境の急変
（新型コロナウイルス感染症の拡大、ＤＸ、気候変動への対応）

東京証券取引所における市場区分の再編成
（プライム市場の上場会社に期待される「より高い水準のガバナンス」）
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コードの主な改訂内容

 管理職における多様性の確保（女性・外国人・中途採用者の登用）についての
考え方と測定可能な自主目標の設定

 多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわ
せて公表

② 企業の中核人材の多様性
の確保

① 取締役会の機能発揮

 プライム市場上場会社において、独立社外取締役を３分の１以上選任（必要な
場合には、過半数の選任の検討を慫慂）

 経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル（知識・経験・能力）と、各
取締役のスキルとの対応関係の公表

 他社での経営経験を有する経営人材の独立社外取締役への選任
 指名委員会・報酬委員会の設置（プライム市場上場会社は、独立社外取締役を

委員会の過半数選任）

 サステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組みを開示
 プライム市場上場会社において、ＴＣＦＤ又はそれと同等の国際的枠組みに基

づく気候変動開示の質と量を充実
③ サステナビリティを巡る
課題への取組み

 上場子会社において、独立社外取締役を３分の１以上（プライム市場上場会社
においては過半数）選任又は利益相反管理のための委員会の設置

 グループ全体を含めた適切な内部統制や全社的リスク管理体制の構築と運用状
況の監督 など

④ その他
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改訂コードにおけるサステナビリティ

第１章 株主の権利・平等性の確保

第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
 サステナビリティを巡る課題への対応

第３章 適切な情報開示と透明性の確保
 自社のサステナビリティについての取組みの開示

第４章 取締役会等の責務
 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定等

第５章 株主との対話



12

サステナビリティを巡る課題への対応（原則２－３、補充原則２－３①）

＜改訂のポイント＞
 サステナビリティを巡る課題は、リスクのみならず収益機会にもつながるものであること、

これらの課題の検討は中長期的な企業価値の向上の観点から行うべきことを明確化
 サステナビリティを巡る課題への対応の具体的内容を例示

※ サステナビリティを巡る課題には、全企業に共通するものもあれば、各企業の事情に応じて異なるもの
も存在するため、各社が主体的に自社の置かれた状況を的確に把握し、取り組むべきサステナビリティ
課題を個別に判断していくことが、形式的ではない実質的な対応を行う上で期待される

【原則２－３．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について、適切な対応を行うべき
である。

【補充原則２－３①】
取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公

正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティー（持続
可能性）を巡る課題への対応は、重要なリスク管理リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経
営課題の一部であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、適確に対処するとともに、近時、こ
うした課題に対する要請・関心が大きく高まりつつあることを勘案し、これらの課題に積極的・能動的に取
り組むよう検討を深めるすべきである。
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（参考）気候変動に関する企業・投資家の意識

（出所）第２４回フォローアップ会議資料（一般社団法人生命保険協会「企業価値向上に向けた取り組みに関するアンケート集計結果一覧（2019年度版）」より金融庁作成）
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情報開示（補充原則３－１③）

＜改訂のポイント＞
 経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みの開示
 プライム市場上場会社において、ＴＣＦＤ又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変

動開示の質と量の充実

【補充原則３－１③】 ※新設
上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切

に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経
営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。特に、
プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与
える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであ
るＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。
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基本的な方針の策定等（補充原則４－２②）

＜改訂のポイント＞
 取締役会において、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡

る取組みについて基本的な方針を策定

【補充原則４－２②】 ※新設
取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組み

について基本的な方針を策定すべきである。また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に
鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、
企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。
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参考情報（１）

（※）当取引所に上場している会社の基本情報、適時開示情報・ファイリング情報、コーポレート・ガバナンスなどの情報を掲載するサービス
https://www.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html

 2019年12月より、当取引所ウェブサイト「東証上場会社情報サービス（※）」において、 ESG情
報に関する報告書の掲載を開始

 上場会社各社においては、TDnetオンライン登録サイトに、ESG情報に関する報告書（統合報告
書、アニュアルレポートなど）をご登録いただくことで、 上記サイトや報道機関・情報ベンダー等を通じ
て、投資家をはじめとした幅広いステークホルダーへの情報提供が可能

【参考：上場会社における資料登録画面（TDnetオンライン登録サイト）】

https://www.jpx.co.jp/listing/co-search/index.html
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参考情報（２）

（ウェブサイト）
https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/02.html

 コーポレート・ガバナンス白書2021
 東証上場会社全体のコーポレート・ガバナンスに関する取組状況、進捗状況を

明らかにすることを目的に、公表されたコーポレート・ガバナンスに関する報
告書を集計し、各社のコーポレート・ガバナンスの状況の公表

 ESG情報開示実践ハンドブック（2020年）
 上場会社がESGやESG投資の現状を理解し、自社に適した形でESG課題への取組

みを進め、投資家をはじめとするステークホルダーと対話することで中長期的な
企業価値向上を目指す際に参考となる情報を提供することを目的として公表
（ウェブサイト）
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esg-
investment/handbook/index.html

 JPX ESG Knowledge Hub
 「ESG情報開示実践ハンドブック」の内容をより具体的な観点から解説する動画

コンテンツや、機関投資家のESG投資に関する情報、ESG評価機関やESG情報開
示枠組みに関する情報、上場会社のESG情報開示事例などを中心に、ESG情報開
示に関する情報を提供
（ウェブサイト）
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/i
ndex.html

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/02.html
https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/02.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esg-investment/handbook/index.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esg-investment/handbook/index.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/index.html
https://www.jpx.co.jp/corporate/sustainability/esgknowledgehub/index.html
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参考情報（３）

【上場会社ナビゲーションシステム】https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/index.html

「よくある質問及びその回答」については、「上場会社向けナビゲーションシステム」において、随
時更新を行っておりますのでご活用ください。

自由な文字列
で検索するこ
とができます。

検索結果では、掲
載情報のカテゴリ
も表示されます。

日々のお問合せを踏ま
え、コンテンツは随時
更新してまいります。

該当するコンテンツ
がないときは、問合
せフォームでご質問

ください。

スマートフォン
でもご利用いた

だけます。
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https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/index.html


ご視聴いただきありがとうございました
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